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医療用ガウンの売払契約に係る公募要領 

 

医療用ガウンの売払に係る見積書の提出にあたっては、別添仕様書（以下、「仕様

書」という。）のほか、本公募要領によること。 

 

１．契約件名 医療用ガウン売払契約 
 
２．売払物品 

別添「売払対象物品一覧」記載の医療用ガウンの品目毎の物品（以下、総称して

「本物品」という。）の売払いについて、それぞれ独立した別個の公募（[公募番号１

番～３１０番]。合計３１０件）を行う（以下、総称して「本公募」といい、個別に「各本公

募」という。）。  

 

３．契約期間 契約締結の日から６ヵ月以内 
 
４．契約方法 随意契約 
 
５．売払方式 
（１） 応募者は、本公募のうち、各本公募のいずれか又は全部について応募することが

できる。応募する各本公募毎に、2,000 枚を１口とし、買受を希望する口数で応募

すること。ただし、各本公募の単位で売却数量が 2,000 枚未満の場合はその公募

単位の全数量をもって１口とする 
（２） 買受希望者が複数の場合は、最も高い価格で応募した者の希望数量から売り払

うことする。なお、売払数が予定数量に達した場合は、当該予定数量に達した価

格以下の価格を提示した者とは売払契約が成立しない場合がある。 

（３） 売払人は、契約日の前日までに買受人に引き渡される数量を確定の上、通知す

る。 
（４） 契約金額は、提出された見積書に記載の医療用ガウン１枚あたりの単価に、契約

日以降に引き渡される数量を乗じて得た総額に110/100 を乗じた額とする。 

 
６．公募に参加するために必要な資格等に関する事項 
公募にあたって、契約の相手方となるべき者は以下の（１）から（５）までの要件をすべ

て満たすこと。 
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（１） 法令により競争に参加できない者 
予算決算及び会計令第７０条及び７１条に規定される次の事項に該当する者は、 

競争に参加する資格を有さない。 
① 以下の各号のいずれかに該当する者 

ア 当該契約を締結する能力を有しない者（未成年者、被保佐人又は被補助人

であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。） 

イ 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者 

ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）

第 32 条第１項各号に掲げる者 

② 以下の各号のいずれかに該当すると認められ、３年以内の期間を定めて、一

般競争に参加させないこととした者（これを代理人、支配人その他の使用人と

して使用する者についてもまた同じ。） 
ア 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑にし、又は物

件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

イ 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益

を得るために連合した者 

 ウ 採択者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

エ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 

 オ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の

請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

カ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

 キ 前各号のいずれかに該当する者を契約の履行に当たり、代理人、支配人

その他の使用人として使用した者 

また、その他予算決算及び会計令第 73 条の規定に基づき、契約担当官が定

める資格を有さない者は、競争に参加する資格を有さない。 

（２） 競争に参加させない者 
次の事項に該当する者は、競争に参加することができない。 

① 厚生労働省から指名停止の措置を受けている者 
② 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者 
③ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者 
④ 次に掲げる制度が適用される者にあっては、本公募の見積書提出期限の直近

２年間（オ及びカについては２保険年度）の保険料の滞納がないこと（公募要

領様式Ⅱ「競争参加資格等に係る申立書及び自己申告書」） 

ア．厚生年金保険 イ．健康保険（全国健康保険協会が管掌するもの） 

ウ．船員保険 エ．国民年金 オ．労働者災害補償保険 カ．雇用保険 

※ 各保険料のうち、オ及びカについては、当該年度における年度更新手

続きを完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、

年度更新手続きを完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前



3 
 

年度の保険料について滞納がない（分納が認められているものについて

は納付期限が到来しているものに限る。）こと。 

⑤ 本公募の見積書の提出期限の直近１年間において、厚生労働省が所管する

法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導（行政機

関から公表されたものに限る。）を受けた者にあっては、本件業務の公正な実

施又は本件業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがないこ

と。 
   ※ これに該当すると思われる事実がある者は、あらかじめ公募要領の８に記

載された問い合わせ先に照会すること。 

（３） 令和04・05・06 年度厚生労働省競争参加資格（全省庁統一参加資格）におい

て、厚生労働省大臣官房会計課長より、「物品の買受け」で「Ａ」、「Ｂ」又は「Ｃ」等

級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。 

（４） 契約担当官が指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書（公募要領様式Ⅲ）を

提出した者であること。 
（５） その他、仕様書に記載する条件や留意事項等を遵守できること。 
 
７．見積書の無効 

（１）本公募要領に示した競争参加資格のない者、公募条件に違反した者又は応募者

に求められる義務を履行しなかった者の提出した見積書は無効とする。 

（２）次に掲げる見積書は無効とする。 

① 見積書に記名がされていないもの 

② 応募する公募単位の公募番号の記載がないもの 

③ 金額の数字、応募者の名称又は商号等の記載事項が不明瞭なもの 

④ 見積書記載金額を訂正したもの 

⑤ 見積書に計算誤りがあるもの 

⑥ 同じ公募について同一の者が複数の見積書を提出したもの 

⑦ 顕名を欠いた（契約当事者となるべき者の記載が無い）代理人によるもの 

⑧ その他、本公募要領又は関係職員が指示した事項に違反しているもの 

（３）公募に参加した者が、公募要領様式Ⅲ「暴力団等に該当しない旨の誓約書」を提

出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該

者の公募をすべて無効とする。 

（４）契約担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時まで

に競争参加資格を失い、又は競争参加資格を有しないことが判明した場合は、

当該応募者の公募をすべて無効とする。 

 
８．本件に関する照会について 
（１） 本公募要領及び仕様書に対する質問がある場合においては、次により問い合わ
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せを行うこと。 

① 受付期間 

令和５年６月１４日から令和５年６月２１日までの平日午前１０時から正午及び午後

１時から午後５時まで 

② 問い合わせ先 

電話：0120-137-764 

メールアドレス：ads_koubo@momotaro.co.jp 

     ※問い合わせについては、厚生労働省が業務の一部を委託する株式会社ア

ズコムデータセキュリティにおいて受付を行う。 

（２） （１）の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 

① 期間 

令和５年６月２３日から令和５年６月２９日までの平日午前１０時から正午及び午後

１時から午後５時までとする。ただし、最終日は正午までとする。 

② 閲覧依頼先 

（１）②と同じ。 

 
９．見積書等 

参加しようとする者は、次の書類等をそれぞれの提出期限までに提出しなけれ

ばならない。（提出部数 各１部） 

① 競争参加資格を有することを証明する書類（以下「競争参加資格確認関係書

類等」という。） 

ア 厚生労働省大臣官房会計課長から通知された資格審査結果通知書（全

省庁統一資格）の写し 

イ 競争参加資格等に係る申立書及び自己申告書（公募要領様式Ⅱ） 

ウ 暴力団等に該当しない旨の誓約書（公募要領様式Ⅲ） 

応募者は、契約担当官から暴力団等に該当しない旨の誓約書に関し説

明を求められた場合は、それに応じなければならない。 

②  見積書（公募要領様式Ⅰ及び様式Ⅰ-2）（代理人が応募する場合には委任

状（公募要領様式Ⅳ）を併せて提出する必要がある。） 

以下、これらを合わせて「見積書等」という。 

 

１０．見積書の記載方法 
（１） 見積金額は、医療用ガウン１枚の買受けにかかる金額とし、消費税及び地方消費

税は含めないこと。具体的には、各本公募毎に、応募する公募番号（別添「売払

対象物品一覧」に記載の公募番号）を記載し、かつ対象物品の対価から一切の

諸経費を控除した金額を見積もり、消費税に係る課税事業者であるか免税事業
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者であるかを問わず、その１１０分の１００に相当する金額を、１枚あたりの単価にし

た上で、見積書に記載すること。 
（２） 買受希望数量は、2,000枚を１口とし、購入する口数及び１口あたり数量を記入す

ること。 

ただし、公募単位で 2,000 枚未満の場合はその公募単位の全数量をもって１口

とする。 
 

１１．見積書等の提出期限及び提出先 
提出期限：令和５年６月２９日（木）１７時 
提出先：〒100-8916 東京都千代田区霞が関一丁目２番２号  

厚生労働省大臣官房会計課経理室管財班物品管理係（11 階国会側） 

木村 優一 

 
１２．売払の流れ 
（１） 見積書等の提出 ＜応募者＞ 

上記９①及び②に掲げる書類等を郵送（書留郵便に限る。）又は持参することと

し、郵送の場合は、11の期限までに必着とする。到着したことの確認を行うこと（以

下、同じ。）。なお、応募者は契約の締結を予定している者であり、第三者による応

募は原則認めないものとし、下記（２）以降の各事項における厚生労働省との連絡・

調整等の対応についても同様とする。 

（２） 見積書等（見積書等の内容に関する照会） ＜厚生労働省、応募者＞ 
必要に応じ、見積書等の内容に関する照会を行うので、迅速に対応すること。 

（３） 採択・不採択の連絡 ＜厚生労働省＞ 
提出された見積書等の結果を踏まえ、契約の候補となり得る買受者に対しては採 

択の連絡を行う。また、それ以外の者には不採択の連絡を行う。 

（４） 契約締結に向けた手続 ＜厚生労働省、契約事業者＞ 
① 各本公募の応募者全員の合計数量が、売払の総売払数量に満たない場合、予

定価格（単価）を超える者全員と随意契約を締結するものとする。 

② 各本公募の応募者全員の合計数量が、売払の総売払数量を超える場合、予定

価格（単価）を超える者であって、見積単価が高いものから順に各本公募の売払

の総売払数量に達するまで契約を締結するものとする。 

 

１３．支払条件 
 仕様書及び契約書案に記載のとおり。 
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１４.契約書の作成 

（１）各本公募につき、契約の相手方を決定したときは、契約書案に基づいて、遅滞な

く契約書を取り交わす。 

（２）契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、そ

の者が契約書に記名押印し、更に契約担当官が当該契約書の送付を受けてこれ

に記名押印する。 

（３）契約担当官と契約の相手方の双方が契約書に記名押印しなければ、当該契約は

確定しないものとする。 

（４）契約担当官が記名押印したときは、当該契約書の１通を契約の相手方に送付す

る。 

 

１５.売払物品の引渡し 
（１）引渡しの場所 

契約した対象物品の引渡しの場所は、買受人が指定した場所とし、厚生労働省が

その場所に配送する（配送方式）。 

（２）引渡しの開始時期 

買受人が所定の売買代金を納付し、厚生労働省から納付の確認の連絡を受けた

後、引渡しを開始するものとする（厚生労働省における納付の確認には１週間程度を

要する。）。 

（３）引渡しの方法 

契約した対象物品は、厚生労働省が買受人指定の場所（原則、買受人が初回配送

時に指定した国内1カ所の場所とする。）に配送する。配送は、売買契約締結後6ヵ月

以内に、原則、週１回の頻度で、かつ10回以内で行う。買受人の希望により、一括で

の配送を調整することも可能とする。配送に要する費用は厚生労働省が負担し、その

他必要な一切の諸経費は買受人が負担する。 

（４）契約後、引渡しまでのフロー 

契約後、契約した対象物品の引渡しまでのフローは、次のようにすることとしている。 

  ① 厚生労働省は契約書において定める支払期限の２０日前（当該日が閉庁日の

場合は翌開庁日）以後に、買受人に対して納入告知書を発行する。なお、支払

期限については、売買契約締結時に双方協議の上、決定するものとする。 

② 厚生労働省からの納入告知書に基づき、買受人が対象物品に係る売買代金を

納付する。 

  ③ 厚生労働省から買受人に、対象物品の引渡しについて連絡する。 

  ④ 対象物品について、厚生労働省が買受人指定の場所（原則、買受人が初回

配送時に指定した国内1カ所の場所とする。）への配送を開始する。 

   ※ 売買契約締結後6ヵ月以内に、原則、週１回の頻度で、かつ10回以内で配送
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する。ただし、買受人の希望により一括での配送を調整することも可能とする。 

週１回の頻度で、かつ10回以内で配送する場合において、各回の配送数量は、

配送クール（5回以内の配送を１配送クールとし、２配送クール以内とする。）単位で

設定するものとし、原則、配送対象の各対象物品の別添の売払対象物品一覧にお

いて定める数量のうち当該配送クール初回配送時に落札者が指定する数量（以下

「指定数量」という。）を5で除して得た数を基準として設定する数（原則、当該対象

物品の外箱１箱の数量の整数倍とする。）を、配送対象のすべての対象物品につい

て合計して得た数とする（当該配送クール最終回の配送数量は、当該配送クール

における残余の数とする。）。（下記例1及び例2参照） 

また、当該配送クールの各回の配送に係る配送日時、配送数量（当該配送クー

ル最終回の配送数量を除く。）及び配送先については、当該配送クール初回配送

時に、原則、当該配送クール初回配送に係る配送日時の曜日及び時間並びに配

送数量並びに初回配送クール初回配送に係る配送先と同一に設定する。ただし、

やむを得ない場合は、当該配送クールの特定回の配送日時等（指定数量を除く。）

の変更を申し出ることができる。（下記例3参照） 

  （例1）対象物品Ａ（売却数量2万枚、外箱1箱100枚）と対象物品Ｂ（売却数量4000

枚、外箱1箱40枚）を落札し、第1配送クールで対象物品A1万枚、対象物品B2000

枚、第2配送クールで対象物品A1万枚、対象物品B2000枚の配送を落札者におい

て指定し、それらの配送を受ける場合 

   第1配送クールにおける1回の配送で、対象物品Ａ2000枚（20箱）と対象物品Ｂ

400枚（10箱）を配送し、それらを第1配送クールにおいて５回配送。第2配送クール

においても、1回の配送で、対象物品Ａ2000枚（20箱）と対象物品Ｂ400枚（10箱）を

配送し、それらを５回配送。 

（例2）対象物品C（売却数量1250枚、外箱1箱100枚）を落札し、第1配送クールで対

象物品C1000枚、第2配送クールで対象物品C250枚の配送を落札者において指定

し、それらの配送を受ける場合 

   第1配送クールにおける1回の配送で、対象物品C 200枚（2箱）を配送し、それら

を第1配送クールにおいて5回配送。第2配送クールにおける1回の配送で、対象物

品C100枚（1箱）を配送し、それらを第2配送クールにおいて3回配送。ただし、3回

目（最終回）の配送では、50枚を配送する。 

  （例３）対象物品D（売却数量1万枚、外箱１箱100枚）を落札し、第1配送クールで対

象物品D5000枚の配送を落札者において指定し、その第１配送クールにおける初

回（第１回）配送に係る配送日時を令和6年２月１日（木）15時、配送数量を1000枚

（10箱）、配送先をE倉庫で設定する場合 

   第１配送クールにおける2回目以降の各回の配送に係る配送日時を令和6年2月1

日の翌週以降の木曜日（同月8日、同月15日、同月22日及び同月29日）の15時、配
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送数量を1000枚（10箱）、配送先をE倉庫に設定する。第2配送クールにおける初回

（第1回）及び2回目以降の各回の配送に係る配送日時及び配送数量については、

第2配送クール初回配送時に設定するが、第2配送クールにおける配送先について

は、E倉庫に設定する。 

 

１６.その他留意事項 

（１） 提出物に虚偽の記載があることが判明した場合、又は正当な理由なく売払物品

の受入が遅れた場合は、その時点で契約の解除及び延滞料又は違約金の請求を

することとする。 

（２） 和文以外の書類を添付する場合は和訳を付すこと。 
（３） 本売払に関する照会は電話又はメールで受け付けるものとし、応募者（応募を予

定している者を含む。）からの要請による面会は受け付けないものとする。 

（４） 上記 12（３）の採択の連絡に至るまでの間は、当該売払に関して約束するもので

ないので十分に留意すること。 

（５） 本調達により契約を締結した者は、厚生労働省が行う情報公開等の際、自己の

名称、所在地、法人番号、契約金額等が公開される場合があることにあらかじめ同

意するものとする。 

（６） 契約後、買受人においては、次の点について留意すること。 
① 国備蓄品の表示・説明 

（ⅰ） 国備蓄品の表示 
買い受けた売払物品の外箱に、国備蓄品の表示が貼付されていることを確認

すること。 
（ⅱ） 国備蓄品の説明 

買受人から第三者へ売払物品を譲渡する場合は、売払物品が国の備蓄物資

の売却事業の対象であること及びその使用期限について説明した上で、売払

物品の外箱に貼付された国備蓄品の表示を貼付した状態で買受人から第三

者へ譲渡すること。また、当該第三者に、当該第三者がさらに当該売払物品を

譲渡する場合は同様の対応を行うことを要請すること。 
② 調査への協力 

厚生労働省が備蓄物資の売却事業の評価や検討、実態把握のために、買受

人に対してフォローアップ調査を行う場合、買受人は調査に可能な限り協力する

ものとする。 
以上 
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仕 様 書 

１． 件名 
医療用ガウンの売払い 

 
２． 売払物品 
（１） 売払物品 

医療用ガウン（詳細は売買契約書別紙１のとおり） 
（２） 売払数量 

売買契約書別紙１のとおり 
（３） 保管場所 

売買契約書別紙１のとおり 
 
３． 本物品引渡期限  

契約締結の日から６ヵ月以内 
 
４． 売買代金の算定及び支払い 
（１）売買代金の算定 
   売買代金（売買契約書に規定する契約金額をいう。以下同じ。）は、各売払物品

ごとに、その売払物品の対価から一切の諸経費を控除した金額の１１０分の１００に

相当する金額を算出して、それらを合算した総額に、消費税額及び地方消費税額

を加えた金額とする。 
（２）売買代金の支払い  

売買代金の支払いについては、一括払いとする。 
（３）支払いの方法等 
   買受人は歳入徴収官厚生労働省大臣官房会計課長の発行する納入告知書に

より売買代金を納付するものとする。納入告知書については、売買契約書別紙２に

定める支払期限の２０日前（当該日が閉庁日の場合は翌開庁日）以後に発行される

ため、買受人は納入告知書を受領後、定められた期限内に納付を行うこと。 
 

５． 売払物品の引渡方法 
（１）引渡しの場所 

引渡しの場所は、買受人が指定した場所とする。 
（２）引渡しの開始時期 

買受人が所定の売買代金を納付し、厚生労働省から納付の確認の連絡を受け

た後、引渡しを開始するものとする（厚生労働省における納付の確認には１週間程

度を要する。）。 
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（３）引渡しの方法 
売払物品は、厚生労働省が買受人指定の場所（原則、買受人が初回配送時に

指定した国内１ヵ所の場所とする。）に配送する。配送は、本物品引渡期限内に、原

則、週１回の頻度で、かつ 10 回以内で行う。配送に要する費用は厚生労働省が負

担し、その他必要な一切の諸経費は買受人が負担する。 
 

 
６．売払物品の検収 
  売買契約書に規定のとおり。 
 
７．留意点 
（１） 国備蓄品の表示・説明 

(ア) 国備蓄品の表示 
買い受けた売払物品の外箱に、国備蓄品の表示が貼付されていることを確認

すること。 
(イ) 国備蓄品の説明 

買受人から第三者へ売払物品を譲渡する場合は、売払物品が国の備蓄物資

の売却事業の対象であること及びその使用期限について説明した上で、売払

物品の外箱に貼付された国備蓄品の表示を貼付した状態で買受人から第三

者へ譲渡すること。また、当該第三者に、当該第三者がさらに当該売払物品を

譲渡する場合は同様の対応を行うことを要請すること。 
（２） 情報公開 

買受人は、厚生労働省が行う情報公開等の際、自己の名称又は商号、契約金額

等が公表される場合があることをあらかじめ同意するものとする。 

（３） 調査への協力 
厚生労働省が備蓄物資の売却事業の評価や検討、実態把握のために、買受人

に対してフォローアップ調査を行う場合、買受人は調査に可能な限り協力するも

のとする。 
 

８．保管業者 
日本通運株式会社 
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売 買 契 約 書 （案） 

 

令和５年６月１４日付公募公示に係る医療用ガウンの公募に関して、売払人 契約担当

官 厚生労働省大臣官房会計課長 熊木 正人（以下「甲」という。）と買受人 ●● ●

●（以下「乙」という。）は、下記の物品の売払いについて別添の条項により売買契約（以

下「本契約」という。）を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

 

記 

 

１ 売 払 物 品 医療用ガウン（詳細は別紙１「売払物品」に規定のとおり。） 

  （注）別紙 1「売払物品」は、公募要領の別添「売払対象物品一覧」のうち、契約に係

る部分を転記して、購入口数（数量）を追記した上で、作成する。 

２ 契 約 金 額 合計金     円（うち消費税額及び地方消費税額     円） 

（内訳は別紙２「本件代金及び支払期限」に規定のとおり。） 

消費税額及び地方消費税額は、消費税法第２８条第１項及び第２９条並びに地方

税法第７２条の８２及び第７２条の８３の規定に基づき、契約金額に１１０分の１

０を乗じて得た額である 

３ 支 払 方 法 一括払いとし、契約金額の支払期限は別紙２「本件代金及び支払期限」に

規定のとおり。 

４ 引 渡 場 所 別添仕様書に規定のとおり。 

５ 契約保証金 免除 

 

 

本契約の締結の証として、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

令和     年     月     日 

 

甲（売払人） 東京都千代田区霞が関一丁目２番２号 

契約担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 

熊木 正人 

 

乙（買受人）  
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（別添） 
 
（契約の目的等） 

第１条 甲は、本契約に定める条項に従い、次条に定める売払物品（以下、個別に又は総

称して「本件物品」という。）の所有権を乙に移転し、乙は、本契約に定める条項に従

い、その代金を支払うものとする。 

２ 甲及び乙は、本契約及び別添仕様書（以下「仕様書」という。）に基づき本件物品の

売払いを実施するものとする。 

 

（本件物品） 

第２条 本件物品の製品名、使用期限、数量及び保管場所等は、別紙１「売払物品」に定め

る。 

２ 甲は、本件物品すべてにつき、各本件物品の乙への引渡しまでにその外箱に本件物品が

国の備蓄物資であることを示す所定の表示（以下「国備蓄表示」という。）を添付するこ

とができる。 

 

（費用負担） 

第３条 本契約の締結及び履行に関する費用は、本件物品の配送までの保管及び本件物品

の乙への配送に関する費用を除き、すべて乙の負担とする。 

 

（本件代金の支払方法） 

第４条 乙は、本契約の締結後、歳入徴収官厚生労働省大臣官房会計課長の発行する納入告

知書に定める納付期限内に、一括払いで別紙２「本件代金及び支払期限」の規定に従って、

本件物品の売払いに関する代金（以下「本件代金」という。）を納付するものとする。 

 

（遅延利息） 

第５条 乙は、前条の規定により発行された納入告知書の納付期限内に納付しないときは、

当該納付期限の翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、民法

第４０４条に定める率により計算して得られた額（円未満切捨）を遅延利息として国庫に

納付するものとする。 

 

（保管業者） 

第６条 甲は、仕様書に定める保管業者（以下単に「保管業者」という）をして、本件物品

を、乙への配送の時まで、別紙１「売払物品」に定める当該本件物品に係る保管場所にお

いて保管するものとする。 
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（本件物品の配送） 

第７条 甲は、乙が本件代金を納付した後、乙に対して納付を確認した旨を連絡し、次項か

ら第６項までの規定に従って、本件物品を乙に引き渡すものとする。 

２ 甲は、本契約の締結後６ヵ月以内に本件物品のすべてを配送するものとし、配送回数及

び各回の配送数量は、原則、次の各号に定めるところによるものとする。 

（１）配送回数は、週１回の頻度で１０回以内とする。 

（２）各回の配送数量は、配送クール（５回以内の配送を１配送クールとし、２配送クール

以内とする。）単位で設定するものとし、配送対象たる各本件物品の別紙１「売払物品」

において定める数量のうち次項の規定により提出する「配送連絡票」において乙が指定す

る数量（以下「指定数量」という。）を５で除して得た数を基準として甲が設定する数（原

則、当該本件物品の外箱１箱の数量の整数倍とする。）を、配送対象たるすべての本件物

品について合計して得た数とする。ただし、当該配送クールにおける最終回の配送数量は、

配送対象たる各本件物品の別紙１「売払物品」において定める数量のうち指定数量を、配

送対象たるすべての本件物品について合計して得た数のうち、残余の数とする。 

３ 乙は、第１項に基づく甲からの納付確認の連絡後、当該配送クールにおける初回配送予

定日の１０営業日前までに、所定の「配送連絡票」に当該引渡しに係る配送日時、配送対

象たる本件物品の情報等、配送数量、配送先その他を記載して、これを保管業者の連絡先

に提出し、これに基づいて保管業者と協議の上、当該配送クールにおける配送日時等につ

き合意するものとする。この場合において、当該配送クールにおける２回目以降の配送に

係る配送日時、配送数量（当該配送クールにおける最終回の配送数量を除く。）及び配送

先については、原則、当該配送クールにおける初回配送に係る配送日時の曜日及び時間並

びに配送数量並びに初回配送クールにおける初回配送に係る配送先と同一として取り扱

うものとする。 

４ 乙は、やむを得ない理由により当該配送クールにおける特定の回に係る合意した配送

日時等を変更する必要があるときは、当該回の配送予定日の１０営業日前までに、所定の

「配送連絡票」により、保管業者に対し、当該配送クールにおける合意した配送日時等（指

定数量を除く。）につき変更を申し出ることができる。この場合において、乙及び保管業

者は、協議の上、当該配送クールにおける配送日時等につき改めて合意するものとする。 

５ 保管業者は、やむを得ない理由により当該配送クールにおける特定の回に係る合意し

た配送日時等を変更する必要があるときは、所定の「配送連絡票」により、乙に対し、当

該配送クールにおける合意した配送日時等（指定数量を除く。）につき変更を申し出るこ

とができる。この場合において、乙及び保管業者は、協議の上、当該配送クールにおける

配送日時等につき改めて合意するものとする。 

６ 本件物品の引渡しに際し、甲及び乙は、所定の「納品書」及び「受領証」に必要事項を

記載して、これらを取り交わすものとする。 

 



4 
 

（所有権の移転時期） 

第８条 本件物品の所有権は、甲が当該本件物品を乙に引き渡した時をもって、甲から乙に

移転するものとする。 

 

（検収） 

第９条 甲が本件物品の全部又は一部を乙に引き渡した後、乙は当該本件物品の種類・品質

の検査（但し、外箱からわかる範囲の検査とする。）及び外箱の数量の検査を行い、更に

外箱に国備蓄表示が貼付されていることを確認した上で、当該本件物品を受け取る（以下

「本件検収」という。）ものとする。本件検収に係る費用は乙の負担とする。 

２ 乙は、甲が当該本件物品の引渡しを完了した日の翌日から起算して１０営業日以内（以

下「本件検収期限」という。）までに、本件検収を完了の上所定の「検収結果通知書」を

保管業者に提出する（以下「検収結果通知」という。）ものとする。 

３ 乙が検収結果通知を本件検収期限内に保管業者に提出しない場合、当該本件物品は本

件検収に合格したものとみなす。 

４ 甲は、保管業者を通じて「検収結果通知書」において本件検収の結果本件物品の全部又

は一部が不合格であることの通知を受けたときは、乙との間で協議のうえ、不合格の本件

物品（以下「不合格品」という。）と同等の製品を、甲の選択するところにより速やかに、

乙が書面にて指定する場所に納品するものとする。当該不合格品と同等の製品の速やか

な納品が不可能又は著しく困難な場合は、甲は、当該不合格品と同等の製品及び数量に相

当する金額を乙に返金するものとする。 

 

（調査への協力） 

第１０条 乙は、甲が実施する国の備蓄物資の売却事業（以下「国の売却事業」という。）

に関する調査に可能な限り協力するものとする。この調査は、本件物品の販売状況（譲渡

先、販売価格の単価、譲渡時期、苦情・意見を含む。）、国の売却事業の改善等に関する事

項を含むが、これらに限定されない。甲は、この調査で取得した情報を法令に基づき適切

に管理する。 

 

（販売時の説明・表示） 

第１１条 乙は、本件物品を第三者に譲渡する場合、本件物品が国の売却事業の対象である

こと及びその使用期限につき譲受人たる当該第三者に説明した上で、外箱に国備蓄表示

を貼付した状態で本件物品を譲受人に引き渡さなければならない。但し、乙が本件物品を

外箱から小分けにして譲渡する場合は、乙は当該小分けされた本件物品に国備蓄表示を

貼付する義務を負わない。 

２ 乙は、第三者に本件物品を譲渡する際に、当該第三者がさらに本件物品を譲渡するとき

には前項に定める乙の義務と同様の行為を行うことにつき、当該第三者に対して協力を
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要請するものとする。 

 

（危険負担） 

第１２条 第７条に基づき甲が乙に本件物品を引き渡す前に生じた本件物品の滅失、損

傷、変質その他の損害は、乙の責めに帰すべきものを除き甲が負担し、引渡し後に生じ

た本件物品の滅失、損傷、変質その他の損害は、甲の責めに帰すべきものを除き乙が負

担する。 

 

（契約不適合） 

第１３条 乙は、本件検収後、本件物品がその種類、品質又は数量に関して本契約の内容に

適合していないこと（以下「契約不適合」という。）を知った場合、当該本件物品に係る

本件検収完了後１年以内に限り、その旨を甲に通知することができる。当該契約不適合の

通知は、甲があらかじめ乙に提示する所定の書面によるものとする。 

２ 甲は、前項の通知を受けたときは、乙と協議のうえ、当該本件物品と同等の製品を乙が

書面にて指定する場所に速やかに納品するものとする。甲は、当該本件物品と同等の製品

の速やかな納品が不可能又は著しく困難な場合は、契約不適合があった当該本件物品と

同等の製品及び数量に相当する金額を乙に返金するものとする。 

３ 甲が、本契約締結時において本件物品が契約不適合に該当することについて、知ってい

た若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が本契約の趣旨に照ら

して重大であると認められる場合は、第１項の通知期間を経過した後においてもなお前

項を適用する。 

 

（契約の解除） 

第１４条 甲及び乙は、相手方が本契約に基づく義務を履行しない場合において、相当な期

間を定めて相手方に対してその履行を催告し、その期間内に履行がない場合には、本契約

の全部又は一部を解除できる。 

２ 前項の定めにかかわらず、甲及び乙は、次の各号に掲げる場合、何ら催告をすることな

く本契約の全部又は一部を解除できる。 

（１） 本契約に定める義務の全部又は一部の履行が不能であるとき。 

（２） 相手方が本契約に定める義務の全部又は一部の履行を拒絶する意思を明確に表示し

たとき。 

（３） 相手方が本契約に定める義務の全部又は一部の履行をせず、相手方が前項の催告を

しても本契約の目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかで

あるとき。 

３ 前二項の定めにかかわらず、甲は、次の各号に掲げる場合、何ら催告をすることなく本

契約を解除できる。 
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（１） 乙が第４条に定める納付期限内に本件代金を納付しない場合。 

（２） 乙が第５条に定める遅延利息を納付しない場合。 

 

（属性要件に基づく契約解除） 

第１５条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何ら催告を要せず、本

契約を解除することができる。 

（１） 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人で

ある場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表

者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。）

が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ）又は暴力団員（同法第２条第６号

に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき。 

（２） 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 

（３） 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 

（４） 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなど

しているとき。 

（５） 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 

 

（行為要件に基づく契約解除） 

第１６条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して本契約に関連して次の各号の一に該当す

る行為があったと認められるときは、何ら催告を要せず、本契約を解除することができる。 

（１） 暴力的な要求行為 

（２） 法的な責任を超えた不当な要求行為 

（３） 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

（４） 偽計又は威力を用いて契約担当官の業務を妨害する行為 

（５） その他前各号に準ずる行為 

 

（談合行為等に基づく契約解除） 

第１７条 本件物品の売払いの契約手続（以下、本条において「本件契約手続」という。）

に関して乙が次の各号所定のいずれかに該当した場合には、甲は本契約を解除すること

ができる。 

（１） 乙、又はこれを構成事業者とする私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

（昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。）第 2 条第 2 項の事業者団体

（以下「構成員等」という。）が、本事業の契約手続について同法第 3条又は第 8条第
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1 号の規定に違反したとして、同法第 7 条又は第 8 条の 2 の規定による排除措置命令

（以下「排除措置命令」という。）が確定したとき。 

（２） 本件契約手続について、乙に、同法第 7条の 2第 1項（同法第 8条の 3において準

用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）

が確定したとき（確定した納付命令が同法第 63 条第 2 項の規定により取り消された

ときを含む。以下同じ。）。 

（３） 前２号に掲げるもののほか、確定した排除措置命令又は納付命令により、乙に、本

件契約手続について同法第 3条又は第 8条第 1号の規定に違反する行為があったとさ

れたとき。 

（４） 確定した排除措置命令又は納付命令により、乙に、同法第 3条又は第 8条第 1号の

規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が

示された場合において、当該期間に本件契約手続が行われたものであり、かつ、本件

契約手続が当該取引分野に該当するものであるとき。 

（５） 本件契約手続について、乙が、自ら又はその役員若しくは使用人その他の従業者に

刑法（明治 40年法律第 45 号）第 96 条の 6又は独占禁止法第 89条第 1項若しくは第

95 条第 1項第 1号に規定する刑が確定したとき。 

 

（違約金等） 

第１８条 本契約が第１４条に基づいて甲により解除されたときは、甲は違約金として、本

契約解除時点で未引取りの本件物品の代金相当額の１００分の１０に相当する金額を、

乙に請求することができる。 

２ 前項の違約金の請求は、本契約に基づく甲から乙に対する損害賠償に関する請求を妨

げるものではない。 

 

（損害賠償） 

第１９条 甲及び乙は、相手方が本契約に違反し、これにより損害を受けたときは、その損

害の賠償を相手方に請求することができる。 

２ 甲は、第１５条、第１６条又は第１７条の規定により本契約を解除したときは、乙が被

った損害を賠償することを要しない。 

 

（通知義務） 

第２０条 乙は、その商号、本店所在地、代表者、連絡先が変更になった場合、遅滞なく甲

に書面で通知しなければならない。 

２ 甲は、甲の連絡先、又は保管業者が変更された場合、遅滞なく乙に通知しなければなら

ない。 
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（守秘義務） 

第２１条 甲及び乙は、本契約によって知得した秘密情報（以下「秘密情報」という。）を、

事前の相手方の書面による同意を得た場合を除き、本契約の目的以外に利用し又は第三

者に漏洩してはならない。 

２ 前項の定めにかかわらず、甲及び乙は次の各号に掲げる情報については同項の義務を

負わないものとする。 

（１） 開示、提供を受けた際、既に自ら保有し、又は第三者から入手していたもの 

（２） 開示、提供を受けた際、既に公知であったもの 

（３） 開示、提供を受けた後、自らの責に帰し得ない事由により公知となったもの 

（４） 第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手したもの 

３ 第１項の定めにかかわらず、甲又は乙は次の各号に掲げる場合には秘密情報を必要な

範囲において開示することができる。 

（１） 法令等の定めにより官公庁等の政府機関から情報の提供を要求された場合 

（２） 裁判上の要請により開示の必要がある場合 

（３） 法令又は本契約に定められた事務を遂行する場合 

 

（表明確約） 

第２２条 乙は、第１５条及び第１６条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、

将来にわたっても該当しないことを確約する。 

 

（不当介入に関する通報・報告） 

第２３条 乙は、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から

不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、これ

を拒否するとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及

び捜査上必要な協力を行うものとする。 

 

（権利義務の譲渡禁止） 

第２４条 甲及び乙は、事前の相手方の書面による同意がない限り、本契約に基づく権利又

は義務の全部又は一部につき、第三者に譲渡又は引き受けさせることができない。 

 

（紛争又は疑義の解決方法） 

第２５条 本契約の履行に当たり、甲乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じ、甲  

乙協議の上、解決するものとする。 

 

（合意管轄） 

第２６条 本契約に関する訴えは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とす

る。 
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別紙２ 

 
本件代金及び支払期限 

 
１ 本件代金 
 
合計 ●●●円（消費税及び地方消費税込） 
 

番号  代金額 消費税及び 
地方消費税 

 

１ 本件物品１  
円 

 
円 

 

２ 本件物品２  
円 

 
円 

 

 
合 計 

 
円 

 
円 

 

 
 
２ 支払期限 
 
※年※月※日 
 

 
 
 
 
 


